様式


個人情報の適切な取扱いに関するチェックリスト
	医療機関名
	
	点　検 日
	　　　　年　　　月　　　日

	項目
番号
	調査項目
	点検結果
○・×
	参　考(※)
【根拠法令】

	１
	利用目的の特定及び公表

１．個人情報を取り扱うに当たって利用目的を特定し、院内掲示等により公表している。
	
	法第１７条

	
	２．利用目的に関する同意について、院内掲示又は説明を行っている。
	
	法第１７条

	２
	安全管理措置、従業者の監督

１．取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止のため、個人データの種類に応じて、適切な安全管理措置を講じている。
	
	法第２３条

	
	２．従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行っている。
	
	法第２４条

	
	３．個人データの開示手順を定めた規定その他個人情報保護に関する規定を整備し、院内掲示等により、患者等に周知している。
	
	

	
	４．個人情報の保護に関し十分な知識を有する管理・監督者（責任者）を定め、委員会等を開催している。
	
	

	
	５．個人データ漏えい等の問題が発生した場合における責任者への報告連絡体制を整備している。
	
	

	
	６．従業者に対し、個人情報の取扱いに係る教育研修を実施している。
	
	

	
	７．個人データの盗難・紛失等を防止するため、入退室管理や機器の固定など物理的安全管理措置を行っている。
	
	

	
	８．個人データの盗難・紛失等を防止するため、ＩＤやパスワードによるアクセス管理やアクセス記録の保存など個人データを取り扱う情報システムについて技術的安全管理措置を行っている。
	
	

	
	９．個人データを廃棄する際は、焼却や溶解など、個人データを復元不可能な形にして廃棄している。
	
	

	３
	委託先の監督
１．検査や診療報酬の請求に係る事務等個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、受託者に対する必要かつ適切な監督を行っている。
	
	法第２５条

	４
	個人データの取扱い

１．個人データを第三者に提供する場合、あらかじめ本人の同意を得ている。
　（感染症患者の届出など第三者提供の例外に該当する場合には、本人の同意を得る必要はない。）
	
	法第２７条

	
	２．保有個人データに関する事項の公表等を行っている。
	
	法第３２条

	
	３．本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けたときは、本人に対し、当該本人が請求した方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示している。
	
	法第３３条

	５
	個人情報に関する相談・苦情対応

１．個人情報の取扱いに関する苦情対応を行う窓口機能を整備している。
	
	


　　　※参考欄の「法」は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）
【参考資料】
　（１）「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成２９年４月１４日個人情報保護委員会・厚生労働省作成：令和８年４月最終改正）
（２）「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するＱ＆Ａ（事例集）（平成２９年５月３０日作成：令和８年４月改正）
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